
【対象となる小児慢性特定疾病】　16疾患群（801疾病）
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具体的な改修例として
は、廊下やトイレ、お風呂な
ど必要とする場所に手すり
を配置する、車いすでも出入
りしやすいようにドアを引き
戸に取り替える。スロープ
や上がりかまちを設置する
などさまざまです。
本人の身体や住まいの状
況に合わせて、専門の方の
意見を聞きながら内容を決
めましょう。

住まいの改修について住まいの改修について

医療費のこと

小児慢性特定疾病医療費

特定医療費（指定難病）

令和７年４月１日から指定難病の対象が348疾病に拡大されました。医療費助成を
受けるためには、「特定医療費（指定難病）受給者証」が必要です。
対象となる疾病と診断された場合は、臨床調査個人票（診断書）と必要書類をあわせ

て、県窓口にて申請手続きをしてください。詳しくは、下記までお尋ねください。

※対象となる疾病名や詳しい内容については、下記のホームページをご参照ください。

※対象となる疾病名や詳しい内容については、下記のホームページをご参照ください。

小児慢性特定疾病と診断された18歳未満のお子さん（ただし18歳を過ぎても引き
続き治療が必要と認められる場合は20歳未満も対象）に、その小児慢性特定疾病の治
療のための医療費を一部助成します。
※所得によって自己負担の上限額が異なります。

障がいや病気によっては、高額な医療費がかかる場合があります。お子さんにか
かる医療費を支援する制度をご活用ください。
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未熟児養育医療

体重が2,000g以下での出生や、身体の機能が未熟なままでの出生等で
入院による治療が必要なお子さん（1歳未満）。

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とするお子さんに対し、その治療に必要な
医療費を助成します。
※助成の対象は、県の指定する医療機関の治療費のみとなります。
※生まれてから30日以内に手続きを行ってください。

飯塚市役所　医療保険課
☎  0948-96-8212　　fax  0948-25-0560

指定自立支援医療（育成医療）

　身体に障害のある児童、または将来障害を残すと認められる疾患（視覚、
聴覚、肢体、心臓、腎臓、血液、小腸、免疫など）がある児童で、治療により
確実に効果が期待できるお子さん。
　口唇口蓋裂の形成術やペースメーカーの植え込み術など、
それ以外の手術の例は、厚生労働省のホームページで確認
できます。

18歳未満のお子さんで、治療することで障がいの進行を防いだり、障がいが軽減され
ると医師が判断した場合に医療費を助成します。
※助成の対象は、指定医療機関の治療費のみとなります。

飯塚市役所　社会・障がい者福祉課
☎  0948-22-5507　　fax  0948-21-6356

子ども医療

小学校１年生から
中学校３年生まで 
16歳到達の４月から
18歳到達の３月まで 

飯塚市内にお住まいの18歳到達の年度末までのお子さんに対し、健康保険が適用され
る医療費の自己負担額を助成する制度です。所得制限はありません。
※「重度障がい者医療」に該当するお子さんは、小学校に入学するときに「重度障がい
　者医療」に切り替わります。

飯塚市役所　医療保険課

500円／日
（月7日上限）
500円／日
（月7日上限）

1,200円／月

助成対象外

☎  0948-96-8212　　fax  0948-25-0560

対 　 　 象

問い合わせ

対 　 　 象

問い合わせ

負 担 内 容

問い合わせ

対　象　　　　　　　　入　院　　　　　　通　院対　象　　　　　　　　入　院　　　　　　通　院

重度障がい者医療

飯塚市内にお住まいの重度障がいの方に対し、健康保険が適用される医療費の自己
負担額を助成します。

飯塚市役所　医療保険課
☎  0948-96-8212　　fax  0948-25-0560

受付時間：午前９時～午後５時
（土日祝日・年末年始を除く）

対 　 　 象

問い合わせ

※小学校に入学する前までは、「子ども医療」が適用されますが、小学校入学後は
　「重度障がい者医療」に切り替わります。

身体障がい者手帳1級、または2級をお持ちの方
療育手帳A判定をお持ちの方
知能指数が36以上50以下で身体障がい者手帳3級をお持ちの方
精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方

・
・
・
・

精神通院医療

統合失調症、うつ病などの気分障がいやその他の精神疾患を有する人

精神障がいのデイ・ケア、訪問看護を含む通院医療を受ける場合に費用の一部を助成
します。原則として1割が自己負担となります。
※助成の対象は、指定医療機関の治療費のみとなります。

飯塚市役所　社会・障がい者福祉課
☎  0948-22-5507　　fax  0948-21-6356

対 　 　 象

問い合わせ

産科医療補償制度のご案内

お産の現場では予期せぬできごとが起こってしまうことがあります。産科医療補償制
度は、お産をしたときになんらかの理由で重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族
のことを考えた補償制度です。保証申請期限はお子さんの満5歳の誕生日までです。
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象
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産科医療保障制度専用コールセンター問い合わせ
☎　0120-330-637

・


